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論
　
文

は
じ
め
に

　

平
安
時
代
末
期
〜
鎌
倉
時
代
中
期
に
お
け
る
女
院
は
、
先
行
研
究
で
は
高
い
独
立

性
を
持
っ
て
い
た
と
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
具
体
的
に
は
、
院
や
天
皇
の
介
入

を
受
け
る
こ
と
な
く
大
荘
園
群
を
管
領
し
、
荘
園
所
職
任
免
権
を
有
し
た
こ
と
や
、

院
や
天
皇
と
は
別
に
独
自
に
王
家
の
追
善
仏
事
を
執
行
し
た
こ
と
（
仏
事
費
用
の
財

源
は
管
領
す
る
荘
園
）
な
ど
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。（
１
）

　

し
か
し
、
所
職
補
任
は
、
必
ず
女
院
の
意
向
を
反
映
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま

た
、
女
院
の
家
政
を
担
う
院
司
と
女
院
と
の
関
係
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
。

本
稿
で
は
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
、
ま
ず
は
八
条
院
領
（
八
条
院
暲
子
内
親
王
の

も
と
で
形
成
さ
れ
た
大
荘
園
群
）
の
一
つ
筑
前
国
感
多（
「
感
田｣
と
も
書
く
）
荘
の

関
連
史
料
を
用
い
て
検
討
す
る
。
さ
ら
に
そ
れ
を
糸
口
と
し
て
、
女
院
院
司
の
ト
ッ

プ
で
あ
る
執
事
と
女
院
の
関
わ
り
を
検
討
し
、
女
院
の
家
政
の
一
側
面
を
明
ら
か
に

し
た
い
。

一
　
十
三
世
紀
前
半
ま
で
の
感
多
荘
預
所
職
の
相
伝
過
程

　

感
多
荘
は
、
十
三
世
紀
の
中
途
か
ら
西
園
寺
家
が
知
行
し
た
た
め
、
関
連
文
書
は

同
家
が
所
有
し
た
が
、
西
園
寺
家
文
書
の
多
く
は
散
逸
し
、
近
世
の
古
文
書
集
等
に

そ
の
写
の
存
在
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。（
２
）
感
多
荘
関
連
文
書
は
次
掲
の
史
料
①
の

通
り
十
五
通
で
あ
る
が
、
正
文
や
写
が
部
分
的
な
も
の
も
含
め
て
現
存
す
る
文
書

は
、
☆
印
を
付
し
た
七
通
の
み
で
あ
る
。

史
料
①
「
筑
前
国
感
多
庄
文
書
目
録
」（『
西
園
寺
家
文
書
』
な
お
、
各
文
書
に
ア

　
　
　
　

ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
を
付
し
た
）

　
　
　
　

筑
前
国
感
多
庄
正
文

一　
ａ
中
御
門
大
納
言
宗
家
卿
譲
状
後
室
尼
清
浄
蓮
相
伝
事　

文
治
元
年
十
一
月
廿
八
日

一　

ｂ
八
条
院
庁
下
文
治
五
年
閏

四
月
廿
一
日

☆　
　
　
　

一　
ｃ
尼
清
浄
蓮
譲
状
公
暁
法
印
相
伝
事　
　

建
仁
三
年
十
月
十
九
日

一　

ｄ
八
条
院
庁
下
建
仁
三
年
十

一
月
十
七
日

☆　
　
　
　

一　
ｅ
公
暁
法
印
譲
貞
応
三
年
七
月
十
九
日　

常
盤
井
殿　

于
時
右
大
将

☆

一　

ｆ
安
嘉
門
院
奉
行
大
宰
大
弍
資
経
朝
臣
状
京
極
局
不
帯
一
紙
証
文
事

嘉
禄
二
年
七
月
十
四
日

☆

一　
ｇ
安
嘉
門
院
令
旨
公
暁
法
印
安
堵
事　
　

嘉
禄
二
年
七
月
廿
四
日

☆　

一　

ｈ
安
嘉
門
院
庁
下
当
家
御
相
伝
時
被
成
之

　

文
永
六
年
六
月
日

☆

一　

ｉ
安
嘉
門
院
御
書
当
家
可
有
御
相
伝
事　

文
永
八
年
二
月
廿
日　
　

一　
ｊ　
（
西
園
寺
実
氏
室
貞
子
）　

常
盤
井
准
后
御
文　
当
家
御
相
伝
事　
　

文
永
八
年
十
月
一
日

一　

ｋ
関
東
下
知
状
正
安
三
年　

三
月
廿
五
日　
　
　
　
　

一　

ｌ
有
忠
卿
状
元
亨
三
年
九
月
廿
日

持
明
院
殿　

院
宣
案

☆

一　
ｍ
綸
旨
案
元
弘
三
年

六
月　

日　
　
　
　
　
　
　
　
一　
ｎ
可
知
行
旨
自
西
園
寺
殿
奉
書
元
弘
三
年

七
月
七
日

一　
ｏ
永
福
門
院
令
旨
建
武
三
年

十
月
一
日

　
　
　
　

以
上
十
五
通

　

史
料
①―

ａ
は
正
文
も
写
も
現
存
し
な
い
が
、
史
料
①―

ｂ
は
、
写
が
現
存
し
て

お
り
、（３
）｢
可
令
権
大
納
言
家
室
為
預
所
事
」・「
件
庄
任
彼
家
譲
為
預
所
可
令
執
行

庄
務｣

と
、
八
条
院
庁
が
藤
原
（
中
御
門
）
宗
家
か
ら
そ
の
妻
へ
の
譲
与
を
認
め
、

妻
を
預
所
職
に
任
命
し
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
因
み
に
こ
の
文
書
発
給
の
翌
日
に

女
院
の
家
政
に
関
す
る
一
考
察

　
　―

八
条
院
領
感
多
荘
所
職
補
任
問
題
を
糸
口
と
し
て―

山　

田　

彩　

起　

子
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宗
家
は
亡
く
な
っ
て
い
る
。（
４
）
八
条
院
の
従
弟
宗
家
は
、
彼
女
に
院
司
と
し
て
仕
え

た
が
、
宗
家
か
ら
感
多
荘
を
譲
ら
れ
た
妻
も
ま
た
、
按
察
と
い
う
女
房
名
で
八
条
院

に
仕
え
て
い
た
。（
５
）
彼
女
の
両
親
は
藤
原
俊
成
と
藤
原
親
忠
娘
で
あ
り
、
同
母
弟
に

は
定
家
が
い
た
。
彼
女
の
一
家
が
八
条
院
や
そ
の
母
美
福
門
院
藤
原
得
子
に
近
侍
し

た
の
は
周
知
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

さ
て
、
実
子
の
な
い
彼
女
は
、（
６
）
そ
の
後
出
家
し
て
清
浄
蓮
と
な
り
、
死
期
が

迫
っ
た（
７
）
建
仁
三
年
（
一
二
〇
三
）
十
月
十
九
日
に
、
猶
子
の
公
暁
と
い
う
延
暦

寺
僧
宛
の
譲
状
を
作
成
し
た
（
史
料
①―

ｃ
）。
公
暁
と
は
定
家
の
妻
の
弟
で
あ
る
。

史
料
①―

ｃ
の
正
文
も
写
も
現
存
し
な
い
が
、
次
掲
の
史
料
②
（
史
料
①―

ｄ
の

写
）
の
通
り
、
翌
月
に
は
八
条
院
庁
が
公
暁
を
預
所
職
に
任
命
し
て
い
る
。

史
料
②
「
八
条
院
庁
下
文
写｣

（『
徴
古
雑
抄
西
園
寺
家
文
書
』）

　

八
条
院
庁
下　

筑
前
国
感
多
庄

　
　

可
令
任
比
丘
尼
清
浄
蓮
譲
、
以
猶
子
法
眼
公
暁
為
預
所
事

　

右
、
得
彼
清
浄
蓮
解
状
偁
、
謹
検
案
内
、
件
庄
者
中
御
門
内 

大　

  

臣 

□
□
家
相
伝
私
領
也
。

　

而
故
（
宗
家
）

大
納
言
家
伝
領
雖
無
相
違
、
寄
進
八
条
院
御
領
。
大
納
言
存
生
之
時
、
又
申

　

庁
御
下
文
、
譲
与
清
浄
蓮
既
畢
。
相
伝
有
由
緒
。
領
掌
雖
無
疑
、
譲
与
猶
子
公
暁
、

　

門
跡
相
承
不
可
相
違
之
由
、
重
欲
成
賜
庁
御
下
文
。
且
是
為
不
断
本
領
主
等
追
善

　

也
。
望
請
庁
裁
、
任
申
請
、
以
公
暁
可
為
預
所
之
由
、
被
成
下
庁
御
下
文
、
弥

　
　

 

仰　

憲 

　
　

□
□
政
之
貴
者
、
任
彼
譲
状
、
以
法
眼
公
暁
可
為
預
所
職
之
状
、
所
仰
如
件
。
庄

　

官
等
宜
承
知
、
不
可
違
失
。
故
下
。

　
　
　
（
一
二
〇
三
）

建
仁
三
年
十
一
月
十
七
日　

主
典
代
前
山
城
守
大
江
朝
臣
判

別
当
権
大
納
言
源
朝
臣
判
通
資

　
　
　

従
三
位
藤
原
（
長
経
）

朝
臣
判

　

こ
の
文
書
自
体
は
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
預
所
の
譲
与
安
堵
状
で
あ
る
が
、
次
掲
の

史
料
③
を
読
む
限
り
、
史
料
②
が
八
条
院
の
意
向
で
発
給
さ
れ
た
と
は
考
え
ら
れ
な

い
の
で
あ
る
。

史
料
③
『
明
月
記
』
元
久
二
年
（
一
二
〇
五
）
八
月
三
日
条
（【　

】
内
は
割
書
）

　

三
日　

（
中
略
）
（
公
暁
）

法
眼
、
自
昨
日
宿
此
家
。
参
籠
日
吉
之
人
也
。
白
地
出
京
。

　
（
中
略
）

　

故
中
御
（
清
浄
蓮
）

門
尼
上
所
被
譲
之
庄
、
八
条
院
忽
賜
京
極
局
【
宗
家
卿
娘
也
。
依
為
其
実

　

子
息
暗
息
、
給
件
庄
。
大
（
宗
家
）

納
言
譲（
清
浄
蓮
）

後
家
。
大
納
言
存
生
時
、
以
兼
光
卿
子
（
藤
原
基
長
）

少
納
言

　

為
猶
子
。
後
家
又
為
子
此
庄
可
譲
由
、
已
申
給
庁
御
下
文
之
後
、
少
納
言
死
。
其

　

後
又
歴
年
了
。
此
京
極
局
自
大
納
言
家
成
人
。
如
猶
子
。
父
卿
薨
後
参（
八
条
院
）

女
院
。
官

　

仕
有
便
。
猶
為
子
譲
与
何
事
在
哉
由
、
予
度
々
勧
之
。
不
許
容
此
。
黄
門
局
又
女

　

院
近
習
也
。
為
同
胞
弟
、
又
成
此
約
有
便
之
由
、
粗
有
相
示
輩
。
彼
尼
上
後
見
之

　

媼
、
皆
不
受
此
人
々
語
。
取
無
故
法
眼
、
忽
令
付
属
。
女
院
無
御
甘
心
、
今
有
此

　

事
。
是
存
内
事
也
】
驚
此
事
出
京
云
々
。

　

記
事
の
概
要
は
、
清
浄
蓮
が
公
暁
に
譲
っ
た
荘
園
所
職
を
、
八
条
院
が
取
り
上
げ

て
自
身
の
女
房
京
極
に
賜
っ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
京
極
に
つ
い
て
『
明
月
記
』

記
主
定
家
は
、
宗
家
の
娘
で
清
浄
蓮
に
と
っ
て
も
猶
子
の
よ
う
な
存
在
だ
っ
た
と
説

明
し
て
い
る
。
京
極
は
父
の
没
後
八
条
院
に
出
仕
し
、
定
家
は
清
浄
蓮
に
、
京
極
を

猶
子
と
し
て
荘
園
所
職
を
譲
る
よ
う
勧
め
た
。
清
浄
蓮
や
定
家
の
同
母
姉
妹
で
、
八

条
院
の
側
近
女
房
の
黄
門
（
本
名
健
寿
御
前
。『
た
ま
き
は
る
』
作
者
）
も
同
様
の

意
見
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
清
浄
蓮
の
後
見
の
媼
な
る
者
は
、
こ
れ
ら
の
意
見
を
受

け
入
れ
ず
、
縁
も
ゆ
か
り
も
な
い
公
暁
に
相
続
さ
せ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　

な
お
、
史
料
③
に
具
体
的
な
荘
名
は
見
え
な
い
が
、
史
料
①―

ｂ
や
後
掲
の
史
料

④
⑤
よ
り
、
史
料
③
は
感
多
荘
に
関
す
る
記
事
で
あ
る
と
判
断
で
き
る
。
史
料
③
に

よ
る
と
八
条
院
は｢

無
御
甘
心｣

す
な
わ
ち
、
公
暁
の
相
続
に
納
得
し
て
お
ら
ず
、
京

極
へ
と
改
替
し
た
の
で
あ
る
。

　

但
し
、
史
料
①―
ｅ
ｆ
ｇ
の
文
書
の
存
在
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
結
局
感
多
荘



－ 27 －

預
所
職
は
、
公
暁
に
返
還
さ
れ
た
。
八
条
院
没
後
の
八
条
院
領
は
、「
春
華
門
院
昇

子
内
親
王
（
八
条
院
猶
子
）↓
後
鳥
羽
（
春
華
門
院
父
）・
藤
原
良
輔
（
八
条
院
猶
子
。

春
華
門
院
叔
父
。
良
輔
没
後
は
全
て
後
鳥
羽
へ
）↓
承
久
の
乱
後
、
幕
府
が
没
収
↓

後
高
倉
院
↓
安
嘉
門
院
邦
子
内
親
王
（
後
高
倉
院
皇
女
）↓
亀
山
（
大
覚
寺
統
祖
）・

室
町
院
暉
子
内
親
王
（
安
嘉
門
院
姪
。
室
町
院
没
後
は
全
て
亀
山
へ
）」
と
い
う
順

で
継
承
さ
れ
た
。（
８
）こ
の
中
の
、
後
高
倉
院
つ
い
で
安
嘉
門
院
が
管
領
し
た
時
代
に
、

公
暁
と
京
極
の
間
で
相
論
が
起
き
て
い
る
。
後
高
倉
院
管
領
期
の
文
書
は
現
存
し
な

い
が
、
安
嘉
門
院
管
領
期
に
作
成
さ
れ
た
史
料
①―

ｅ
ｆ
ｇ
の
文
書
は
、
正
文
の
一

部
ま
た
は
写
が
現
存
す
る
。
こ
の
う
ち
史
料
①―

ｅ
は
、
追
而
書
と
推
測
さ
れ
る
部

分
の
み
正
文
が
現
存
し
て
い
る
の
で
、
ま
ず
は
そ
の
追
而
書
（
史
料
④
）
を
見
よ
う
。

史
料
④　

公
暁
法
印
譲
状
追
而
書
（『
雨
森
善
四
郎
氏
所
蔵
文
書
』　

行
書
体
部
分

　
　
　
　

は
端
書
）

　

公
暁
法
印
譲
状

（
藤
原　

｟
西　

園　

寺
｠　
　

実
氏
）　

常
磐
井
入
道
太
政
大
臣
家
于
時
右

大
　
将

御
相
伝
事

　

逐
申

　
　

  

建   

仁  

三  

当
庄
事
再
三
被
相
尋
京
極
局
之
処
、
申
未
処
分
之
由
、
不
帯
一
紙
之
証
文
。
而

　
　

去
（
一
二
二
一
）

承
久
三
年　

後
高
倉
院
御
時
、
不
被
尋
問
子
細
、
於
両
方
無
左
右
被
成
下
庁

　
　

御
下
文
。
其
状
云
、

　
　
　

故
（
宗
家
）

大
納
言
薨
去
之
刻
所
譲
給
也
云
々
。

　
　
　
　

此
条
重
被
尋
問
之
処
、
猶
申
未
処
分
之
由
。
当
時
之
陳
状
与
庁
御
下
文
已

　
　
　
　

以
参
差
也
。

　
　
　

文
治
之
頃
依
為
祗
候
寄
進　

八
条
院
云
々
。

　
　
　
　

此
事
大
納
言
存
生
之
時
被
寄
進
了
。

　
　
　

被
盗
取
文
書
事
。

　
　
　
　

此
条
依
令
相
伝
文
書
給
、
今
如
此
被
仰
下
之
上
勿
論
候
。

　

条
々
日
来
尋
極
之
次
第
如
此
也
。
為
御
存
知
委
所
令
申
候
也
。

　

こ
れ
に
よ
る
と
、
後
高
倉
院
管
領
期
に
は
、
は
っ
き
り
決
着
は
つ
け
ら
れ
ず
、
公

暁
・
京
極
双
方
に
後
高
倉
院
庁
下
文
が
発
給
さ
れ
た
。
当
時
京
極
は
「
故
（
宗
家
）

大
納
言
薨

去
之
刻
所
譲
給
也
」・「
文
治
之
頃
依
為
祗
候
寄
進　

八
条
院｣

と
主
張
し
た
。
こ
れ

ら
の
主
張
の
う
ち
前
者
は
、
宗
家
の
死
の
前
日
に
発
給
さ
れ
た
史
料
①―

ｂ
の
写
の

「
可
令
権
大
納
言
家
室
為
預
所
事
」・「
件
庄
任
彼
家
譲
為
預
所
可
令
執
行
庄
務｣

と

い
う
記
述
と
矛
盾
す
る
し
、
後
者
は
史
料
②
の
「
而
故
（
宗
家
）

大
納
言
家
伝
領
雖
無
相
違
、

寄
進
八
条
院
御
領｣

と
い
う
記
述
と
矛
盾
し
て
お
り
、
公
暁
も
史
料
④
で
こ
の
矛
盾

を
つ
き
「
大
納
言
存
生
之
時
被
寄
進｣

と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
前
者
は
、
史
料
③

の
「
大
納
言
存
生
時
、
以
兼
光
卿
子
（
藤
原
基
長
）

少
納
言
為
猶
子
。
後
家
又
為
子
此
庄
可
譲
由
、

已
申
給
庁
御
下
文
之
後
、
少
納
言
死｣

（
９
）
と
い
う
記
述
、
す
な
わ
ち
、
宗
家
が
生
前

に
藤
原
（
日
野
）
兼
光
の
子
を
猶
子
と
し
、
清
浄
蓮
も
こ
の
人
物
へ
の
譲
与
を
望
み
、

八
条
院
庁
下
文
を
賜
っ
て
こ
れ
を
承
認
さ
れ
て
い
た
、
と
い
う
記
述
と
も
矛
盾
す
る
。

し
か
も
京
極
は
、
公
暁
が
甥
の
藤
原
（
西
園
寺
）
実
氏
に
宛
て
て
史
料
④
部
分
を
含

む
譲
状
（
史
料
①―

ｅ
）
を
書
い
た
貞
応
三
年
（
一
二
二
四
）
の
相
論
時
に
は
、
宗

家
か
ら
の
処
分
を｢

未
処
分｣

と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

京
極
の
主
張
が
こ
の
よ
う
に
矛
盾
だ
ら
け
だ
っ
た
た
め
、
嘉
禄
二
年
（
一
二
二

六
）
七
月
十
四
日
、
安
嘉
門
院
院
司
で
こ
の
相
論
の
奉
行
を
務
め
る
藤
原
（
吉
田
）

資
経
は
、
実
氏
宛
に
史
料
①―

ｆ
を
書
い
た
。
そ
の
写
に
は
、「
感
多
庄
事
重
仰
遣

京
極
局
許
候
之
処
、
申
状
如
此
不
帯
一
紙
之
証
文
之
条
、
顕
然
欤
。
於
今
者
不
可
及

被
尋
問
之
由
候
也
」
と
あ
る
。（
１
０
）
そ
し
て
そ
の
十
日
後
、
公
暁
の
知
行
を
認
め
る

安
嘉
門
院
令
旨
（
史
料
①―

ｇ
）
が
発
給
さ
れ
た
。
史
料
⑤
は
そ
の
写
で
あ
り
、
同

時
に
安
嘉
門
院
庁
下
文
も
発
給
さ
れ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

史
料
⑤　

安
嘉
門
院
令
旨
写
（
柳
原
本
『
諸
文
書
部
類
』）

　

蓮
華
心
院
領
筑
前
国
感
多
庄
庁
下
文
遣
之
。
任
文
書
道
理
早
可
令
知
行
給
者
、
依

　

安
嘉
門
院
令
旨
執
達
如
件
。

　
　
　

嘉
禄
二
年
七
月
廿
四
日　

大
宰
（
資
経
）

大
弐　

判
奉
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謹
上　

内
大
（
公
暁
）

臣
法
印
御
房

　

清
浄
蓮
存
命
時
に
は
京
極
の
相
続
を
望
ん
だ
定
家
も
「
午
時
許
、
（
公
暁
）

法
印
被
来
。
感

多
庄
庁
御
下
文
、
只
今
到
来
云
々
。
可
謂
（
１
１
）

理
運
」
と
、
公
暁
の
勝
訴
を
評
価
し
て
い

る
。

　

京
極
は
そ
の
後
、
寛
喜
元
年
（
一
二
二
九
）
に
、
宜
秋
門
院
藤
原
（
九
条
）
任
子

の
も
と
へ
「
為
公
暁
、
先
年
被
取
庄
」
と
「
愁
訴
」
し
て
い
る
。（
１
２
）
宜
秋
門
院
は
、

京
極
が
八
条
院
没
後
に
仕
え
た
春
華
門
院
の
生
母
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
寛
喜
元

年
当
時
の
関
白
道
家
の
叔
母
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
縁
故
を
頼
っ
て
京
極
は
愁

訴
し
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
道
家
の
舅
公
経
は
、
公
暁
の
異
母
兄
弟
か
つ
感
多
荘
の
次

期
知
行
予
定
者
実
氏
の
父
で
あ
る
か
ら
、
訴
え
は
届
く
は
ず
も
な
か
っ
た
。

　

さ
て
、
こ
の
相
論
の
遠
因
は
、
八
条
院
が
望
ま
な
い
預
所
職
補
任
を
八
条
院
庁
が

行
っ
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
史
料
①―

ｄ
（
写
は
史
料
②
）
を
発
給
し
た
こ
と
に
あ
る
。

こ
の
文
書
に
署
判
し
た
の
は
村
上
源
氏
の
通
資
と
末
茂
流
藤
原
氏
の
長
経
で
あ
る
が
、

八
条
院
が
望
ま
な
い
人
事
を
実
施
し
た
彼
ら
が
処
罰
さ
れ
た
形
跡
は
な
い
。
周
知
の

通
り
、
通
資
の
父
雅
通
や
祖
父
雅
定
は
美
福
門
院
・
八
条
院
母
娘
に
仕
え
て
い
た
。

美
福
門
院
の
父
方
の
家
系
に
属
す
る
長
経
も
、
美
福
門
院
・
八
条
院
母
娘
と
の
主
従

関
係
は
父
の
代
に
遡
る
。
そ
し
て
こ
の
頃
の
通
資･

長
経
は
各
々
八
条
院
の
執
事･

年

預
と
し
て
八
条
院
庁
の
中
枢
に
位
置
し
て
い
た
。（
１
３
）
女
院
の
執
事
は
女
院
を
補

佐
・
代
行
し
て
院
司
に
指
示
を
行
い
、
女
院
庁
の
儀
式
に
関
し
て
は
、
儀
式
全
体
に

関
わ
る
実
権
を
持
つ
ポ
ス
ト
で
あ
り
、
年
預
は
用
途
調
達
そ
の
他
、
儀
式
経
営
の
実

務
を
担
う
ポ
ス
ト
で
あ
っ
た
。（
１
４
）

　

そ
れ
で
は
章
を
改
め
、
八
条
院
庁
の
ト
ッ
プ
に
い
た
通
資
に
つ
い
て
検
討
し
、
彼

が
八
条
院
の
意
向
と
異
な
る
八
条
院
庁
下
文
を
発
給
し
得
た
事
情
、
換
言
す
れ
ば
彼

の
位
置
づ
け
等
を
、
当
時
の
八
条
院
院
司
メ
ン
バ
ー
構
成
に
も
注
目
し
な
が
ら
明
ら

か
に
し
た
い
。

二
　
八
条
院
庁
と
源
通
資

　

ま
ず
は
史
料
①―

ｄ
発
給
の
少
し
前
の
、
後
鳥
羽
院
政
開
始
期
の
村
上
源
氏
に
つ

い
て
見
て
お
こ
う
。
周
知
の
通
り
、
建
久
九
年
（
一
一
九
八
）
に
後
鳥
羽
が
譲
位
し

た
新
帝
土
御
門
は
、
通
資
の
兄
通
親
の
外
孫
で
あ
る
。
天
皇
の
外
祖
父
と
い
う
立
場

の
他
に
後
鳥
羽
の
執
事
の
ポ
ス
ト
も
得
て
権
勢
を
誇
っ
た
通
親
で
あ
る
が
、
建
仁
二

年
十
月
に
急
死
し
た
。
そ
の
後
、
通
親
嫡
男
通
光
の
舅
と
し
て
通
親
の
遺
産
を
管
理

し
た
藤
原
（
葉
室
）
宗
頼
が
後
鳥
羽
の
執
事
と
な
っ
た
が
、
宗
頼
も
翌
年
正
月
に
足

の
大
火
傷
が
原
因
で
亡
く
な
り
、
通
資
が
宗
頼
の
後
任
と
な
っ
た
。

　

つ
ま
り
、
通
資
が
後
鳥
羽
院
庁
の
要
人
と
な
っ
た
時
期
に
、
史
料
①―

ｄ
は
発
給

さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
な
お
、
時
期
は
不
明
な
が
ら
、
通
資
は
八
条
院
領
の
遠
江
国

初
倉
荘
の
所
職
を
、
正
当
な
理
由
も
な
く
強
引
に
申
請
し
て
賜
っ
て
い
る
。
先
行
研

究
は
、
次
掲
の
史
料
⑥
・
⑦
を
典
拠
に
、
十
二
世
紀
後
半
〜
十
三
世
紀
前
半
の
初
倉

荘
の
所
職
の
継
承
過
程
を
「
親
弘
（
定
家
の
母
方
の
叔
父
）↓
通
資
↓
親
行
・
忠

輔
・
家
信
・
良
忠
（
何
れ
も
親
弘
の
子
）↓
通
時
」
と
説
明
し
て
い
る
。（
１
５
）

史
料
⑥
「
八
条
院
所
領
注
文
案
」（
『
東
寺
百
合
文
書
』
）

　

八
条
院
御
領
注
文
付
寺
家
等

　

遠
江
国

　
　
依
宝
荘
厳
院
領
被
免
勅
事

　
　

初
倉
庄
親
行･

忠
輔･

家
信･

僧
良
忠

皇
后
宮
寄
宝
荘
厳
院
保
延
元
八
、
盛
広

　
　
　
　
　
　

 

押
紙
云
、
通
時
朝
臣

　
　
（
中
略
）

　
　
　
（
一
二
一
一
）

建
暦
元
年
七
月　

日
書
留
之
。

　
押
紙
云
、
寛
喜
元
八
月
八
日

　
　
　

以
八
条
三
位
良
清（
１
６
）
本
、令
押
紙
直
付
了
。

　
　
　
（
一
三
〇
〇
）

正
安
二
年
六
月
廿
五
日
写
之
。
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史
料
⑦
『
明
月
記
』
嘉
禄
元
年
五
月
五
日
条

　

通
時
朝
臣
遠
江
早
倉
庄
安
嘉
門
、
不
進
年
貢
、
被
付
庁
云
々
。
是
、
予
外
家
、
親　

忠
・
親
弘
、
有
事
故
、
依
殊
御
遺
言
所
知
也
。
通
資
卿
無
故
申
給
。
全
無
事
故
。　

而
承
久
三
年
、
無
是
非
沙
汰
所
返
給
之
庄
也
。

　

史
料
⑦
で
定
家
は
、
初
倉
（
早
倉
）
荘
は
自
分
の
外
祖
父
親
忠
（
美
福
門
院
乳
母

伯
耆
の
夫
）
と
そ
の
子
親
弘
が
、
美
福
門
院
の
特
別
な
遺
言
に
よ
り
知
行
し
て
き
た

と
述
べ
て
い
る
。

　

先
行
研
究
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
通
り
、
藤
原
朝
隆
が
平
治
元
年
（
一
一
五
九
）
に

没
す
る
ま
で
初
倉
荘
を
知
行
し
て
い
た
の
で
、
仁
平
三
年
（
一
一
五
三
）
に
没
し
た

親
忠
が
こ
れ
を
知
行
し
た
と
す
る
史
料
⑦
の
記
述
は
誤
り
で
あ
る
が
、
本
所
の
美
福

門
院
が
永
暦
元
年
（
一
一
六
〇
）
に
没
す
る
時
に
、
親
弘
が
知
行
す
る
よ
う
遺
言
し

た
と
み
な
せ
る
。
親
弘
は
治
承
四
年
（
一
一
八
〇
）
に
没
し
た
が
、
こ
の
時
点
で
は
、

通
資
が
強
引
に
八
条
院
に
申
請
し
て
所
職
を
賜
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

治
承
四
年
当
時
の
通
資
は
ま
だ
公
卿
に
も
な
っ
て
お
ら
ず
、
彼
よ
り
官
位
が
上
の
八

条
院
院
司
が
複
数
存
在
し
た
。
そ
の
よ
う
な
中
で
、
通
資
の
無
理
な
申
請
が
通
る
と

は
考
え
ら
れ
ず
、
初
倉
荘
は
親
弘
の
子
親
行
ら
が
知
行
し
た
と
判
断
で
き
る
。

　

一
方
、
史
料
①―

ｄ
の
発
給
時
期
の
通
資
の
官
位
は
、
正
二
位
権
大
納
言
で
あ
り
、

そ
の
上
後
鳥
羽
と
八
条
院
の
執
事
も
兼
任
し
て
い
た
か
ら
、
無
理
な
申
請
に
よ
る
初

倉
荘
の
所
職
獲
得
は
こ
の
時
期
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
通
資
は
、
こ
の
後
元

久
二
年
七
月
に
病
死
す
る
が
、
彼
は
当
時
空
席
の
内
大
臣
へ
の
昇
進
を
最
期
ま
で
望

み
続
け
た
。『
明
月
記
』
元
久
二
年
六
月
十
九
日
条
に
は
、
通
資
の
任
内
大
臣
を
受

け
入
れ
な
い
後
鳥
羽
と
、
彼
に
任
大
臣
を
迫
る
八
条
院
の
動
き
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。

瀕
死
の
通
資
の
大
臣
就
任
を
推
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
八
条
院
は
彼
を
重
ん
じ
て
い

た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　

し
か
し
、
感
多
荘
預
所
職
を
公
暁
か
ら
京
極
へ
改
替
し
た
件
は
、
通
資
の
死
の

翌
々
月
の
出
来
事
で
あ
る
。
ま
た
、
初
倉
荘
所
職
は
、
通
資
死
去
直
後
は
そ
の
子
通

時
が
相
続
し
た
可
能
性
が
あ
る
が
、
史
料
⑥
よ
り
、
そ
の
後
、
八
条
院
が
没
す
る
建

暦
元
年
六
月
ま
で
の
間
に
、
親
行
達
へ
戻
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

つ
ま
り
八
条
院
は
、
通
資
が
公
暁
に
感
多
荘
預
所
職
補
任
の
下
文
を
発
給
し
た
こ

と
も
、
初
倉
荘
所
職
の
下
賜
を
強
く
要
請
し
て
き
た
こ
と
も
快
く
思
っ
て
お
ら
ず
、

通
資
没
後
に
、
自
分
の
思
い
通
り
に
所
職
を
改
替
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

で
は
な
ぜ
八
条
院
は
、
生
前
の
通
資
を
重
ん
じ
た
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
重
ん

じ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

そ
こ
で
通
資
が
八
条
院
執
事
を
務
め
た
こ
と
が
確
実
な
、
建
久
九
年（
１
７
）
〜
通

資
が
没
す
る
元
久
二
年
七
月
ま
で
の
七
年
間
の
、
八
条
院
院
司
の
う
ち
別
当
メ
ン

バ
ー
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。
ま
ず
現
存
す
る
八
条
院
庁
下
文
の
署
判
別
当

を
見
る
と
、
建
久
十
年
〜
元
久
二
年
ま
で
に
発
給
さ
れ
た
三
通
は
、
通
資
と
長
経
の

二
人
に
限
ら
れ
る
。
因
み
に
建
久
五
年
・
同
六
年
に
発
給
さ
れ
た
二
通
も
同
様
で
あ

る
。
な
お
長
経
は
、
建
仁
三
年
に
公
卿
に
列
し
た
が
、
議
政
官
公
卿
で
は
な
く
、
生

涯
散
位
の
公
卿
で
あ
っ
た
か
ら
、
下
文
発
給
に
関
与
し
た
議
政
官
公
卿
は
通
資
の
み

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
以
前
の
、
長
寛
元
年
（
一
一
六
三
）〜
建
久
四
年
に
発

給
さ
れ
て
現
存
す
る
十
二
通
の
下
文
や
牒
の
う
ち
五
通（
１
８
）に
、
複
数
の
議
政
官
公

卿
別
当
が
署
判
し
て
い
る
の
と
は
対
照
的
で
あ
る
。

　

次
に
、
建
久
九
年
〜
元
久
二
年
七
月
の
間
に
八
条
院
が
主
催
し
た
仏
事
に
参
加
し

た
公
卿
に
つ
い
て
調
べ
よ
う
。（
１
９
）
こ
の
時
期
の
仏
事
の
う
ち
史
料
で
参
加
者
が
確

認
で
き
る
の
は
九
例
の
み
で
あ
る
が
、
そ
こ
か
ら
通
資
及
び
八
条
院
の
猶
子
藤
原

（
八
条
）
良
輔
以
外
の
議
政
官
公
卿
の
出
席
者
と
し
て
、
頼
宗
流
藤
原
氏
の
泰
通（
三

回
。（
２
０
）
当
時
権
大
納
言
）、
閑
院
流
藤
原
氏
の
公
房
（
三
条
家
嫡
男
。
二
回
。（
２
１
）

当
時
権
中
納
言
）
が
確
認
で
き
る
。
前
者
は
、
当
時
通
資
と
ほ
ぼ
同
格
の
公
卿

（『
公
卿
補
任
』
で
の
並
び
は
通
資
の
一
つ
上
で
あ
る
）
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
美
福

門
院
院
司
成
通(

美
福
門
院
の
従
兄)

の
猶
子
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
存
の
八
条
院
庁

発
給
文
書
に
彼
の
署
判
は
確
認
で
き
ず
、
八
条
院
庁
の
中
核
メ
ン
バ
ー
と
は
言
い
難

い
人
物
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
彼
は
建
仁
二
年
七
月
廿
三
日
に
、
子
の
経
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通
を
中
将
に
す
る
た
め
に
権
大
納
言
を
辞
し
て
い
る
。（
２
２
）
一
方
、
後
者
は
、
美
福

門
院
院
司
公
教
の
嫡
孫
で
あ
る
。
三
条
家
は
、
嫡
流
よ
り
も
傍
流
の
方
が
八
条
院
と

の
関
係
は
深
い
。
公
房
は
、
八
条
院
猶
子
春
華
門
院
の
生
母
宜
秋
門
院
の
中
宮
時
代

に
そ
の
宮
司
を
務
め
た
関
係
で
、
春
華
門
院
の
内
親
王
宣
下
時
に
そ
の
職
事
を
兼
任

し
た
の
で
、（２
３
）
八
条
院
よ
り
も
春
華
門
院
と
の
関
係
か
ら
、
八
条
院
主
催
の
仏
事

に
参
加
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

な
お
、
通
資
の
前
に
後
鳥
羽
の
執
事
を
務
め
て
い
た
宗
頼
も
、
元
々
は
八
条
院
院

司
で
あ
り
、
文
治
年
間
〜
建
久
年
間
前
半
（
一
一
八
五
〜
一
一
九
三
）
に
は
、
八
条

院
庁
の
下
文
や
牒
に
署
判
し
て
い
る
。（
２
４
）
周
知
の
通
り
彼
は
、
八
条
院
を
介
し
て

摂
政
藤
原
（
九
条
）
兼
実
の
側
近
と
な
り
、
建
久
七
年
の
政
変
に
よ
る
兼
実
失
脚
後

は
後
鳥
羽
の
近
臣
へ
と
ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
し
、
最
終
的
に
は
権
大
納
言
に
至
っ
て
い

る
が
、
一
方
で
八
条
院
と
の
接
点
は
現
存
史
料
か
ら
は
確
認
で
き
な
く
な
っ
て
ゆ
く
。

　

こ
う
し
て
見
る
と
、
当
時
の
八
条
院
庁
を
支
え
る
議
政
官
公
卿
は
、
執
事
通
資
の

他
に
存
在
し
な
か
っ
た
と
判
断
で
き
よ
う
。
そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
に
、
た
と
え
通
資
が

荘
園
所
職
の
件
で
八
条
院
の
意
向
に
沿
わ
な
い
振
る
舞
い
を
し
て
も
、
八
条
院
は
彼

を
重
ん
じ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

そ
れ
に
し
て
も
、
応
保
元
年
（
一
一
六
一
）
に
八
条
院
が
二
条
の
准
母
と
し
て
女

院
と
な
っ
た
時
に
、
議
政
官
公
卿
十
名
（
そ
の
多
く
は
元
美
福
門
院
院
司
で
あ
る
）

が
院
司
に
任
命
さ
れ
た
の
と
は
隔
世
の
感
が
あ
る
。
八
条
院
と
い
う
と
、
①
美
福
門

院
所
生
子
ゆ
え
に
、
父
鳥
羽
の
嫡
系
と
位
置
づ
け
ら
れ
、
同
母
弟
近
衛
の
没
後
に
は
、

一
時
女
帝
候
補
に
な
っ
た
こ
と
、
②
美
福
門
院
猶
子
二
条
及
び
そ
の
子
六
条
・
二
条

の
后
で
八
条
院
の
同
母
妹
高
松
院
姝
子
内
親
王
等
、
鳥
羽
の
嫡
系
の
人
々
が
夭
折
し

て
ゆ
く
中
で
、
唯
一
の
鳥
羽
の
嫡
系
と
し
て
生
き
残
り
、
院
政
を
敷
い
て
い
た
異
母

兄
後
白
河
か
ら
も
重
ん
じ
ら
れ
た
こ
と
、
③
両
親
か
ら
膨
大
な
荘
園
と
こ
れ
に
付
随

す
る
仏
事
執
行
権
を
相
続
し
た
こ
と
、
④
平
家
や
鎌
倉
幕
府
と
の
折
衝
力
を
持
っ
て

い
た
こ
と
、
等
々
の
事
柄
が
想
起
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
後
白
河
が
亡
く
な
り
、

孫
の
後
鳥
羽
の
親
政･

院
政
期
に
な
る
と
、
後
鳥
羽
と
の
血
縁
関
係
は
遠
か
っ
た
こ

と
も
あ
り
、
鳥
羽
嫡
系
と
し
て
の
八
条
院
の
威
光
は
薄
れ
て
く
る
。（
２
５
）
永
井
晋
氏

は
八
条
院
の
世
界
に
つ
い
て
「
権
力
に
意
欲
を
み
せ
る
権
臣
が
離
れ
て
い
っ
た
」
と

説
明
さ
れ
る
一
方
で
、「
八
条
院
庁
に
出
仕
す
る
廷
臣
は
、
朝
廷
の
官
人
と
し
て
家

格
相
応
の
官
職
に
つ
き
、
八
条
院
の
推
挙
に
よ
る
叙
位
を
加
え
る
こ
と
で
、
公
卿
の

位
階
従
三
位
ま
で
昇
っ
て
い
っ
た
。
議
政
官
の
公
卿
と
な
っ
て
栄
達
は
で
き
な
い
が
、

公
卿
の
家
と
し
て
存
続
で
き
る
地
位
に
あ
げ
る
人
事
権
は
も
っ
て
い
た｣

と
も
述
べ

ら
れ
て
い
る
。（
２
６
）

　

し
か
し
、
八
条
院
の
近
臣
公
卿
が
全
て
散
三
位
・
二
位
ば
か
り
で
よ
い
は
ず
は
な

い
。
政
権
中
枢
に
ア
ク
セ
ス
で
き
な
け
れ
ば
、
近
臣
の
叙
爵･

加
階
を
推
挙
し
て
も

通
ら
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
し
、
八
条
院
領
知
行
者
達
の
所
職
を
守
る
こ
と
も
難
し
く

な
る
。

　

八
条
院
も
無
策
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
後
鳥
羽
親
政
期
の
建
久
五
年
〜
六
年
に
、

実
父
の
関
白
兼
実
に
と
っ
て
は
「
落
胤
」
に
過
ぎ
な
か
っ
た
猶
子
良
輔
を
、
仏
門
に

入
れ
ず
に
元
服
さ
せ
、
正
五
位
下
叙
爵
と
い
う
摂
関
の
嫡
子
並
み
の
ス
タ
ー
ト
を
切

ら
せ
た
こ
と
や
、
生
後
間
も
な
い
春
華
門
院
を
猶
子
と
し
た
こ
と
が
、
先
行
研
究
で

注
目
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
良
輔
の
件
に
つ
い
て
は
樋
口
氏
が
、
八
条
院
の
後
継
者
の

サ
ポ
ー
ト
や
家
産
経
営
の
維
持
及
び
こ
れ
ら
に
必
要
な
政
権
中
枢
と
の
ア
ク
セ
ス
の

た
め
に
、
八
条
院
は
良
輔
を
公
卿
と
し
て
育
成
し
た
と
論
じ
ら
れ
て
い
る
。（
２
７
）
一

方
、
春
華
門
院
を
猶
子
に
し
た
こ
と
の
意
義
に
つ
い
て
は
三
好
千
春
氏
が
、
八
条
院

に
は
後
鳥
羽
と
の
パ
イ
プ
獲
得
と
い
う
メ
リ
ッ
ト
が
、
後
鳥
羽
に
は
娘
を
介
し
て
の

八
条
院
領
の
入
手
及
び
鳥
羽
嫡
系
と
の
融
合
、
と
い
う
メ
リ
ッ
ト
が
、
各
々
あ
っ
た

と
論
じ
ら
れ
て
い
る
。（
２
８
）
し
か
し
、
良
輔
の
貴
族
社
会
デ
ビ
ュ
ー
も
春
華
門
院
を

猶
子
に
し
た
こ
と
も
、
即
効
性
は
期
待
で
き
な
い
。
そ
の
よ
う
な
状
況
下
で
通
資
が

増
長
し
、
感
多
荘
や
初
倉
荘
の
問
題
が
発
生
し
た
の
だ
ろ
う
。

　

な
お
、
通
資
没
後
の
八
条
院
の
執
事
就
任
者
は
不
明
で
あ
る
が
、
感
多
荘
や
初
倉

荘
の
所
職
を
八
条
院
の
意
向
通
り
に
改
替
で
き
た
こ
と
か
ら
、
八
条
院
が
遠
慮
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
者
で
な
か
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
通
資
が
没
し
た
元
久
二
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年
当
時
、
八
条
院
院
司
か
つ
議
政
官
公
卿
だ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
な
者
は
、
管
見
の

限
り
で
は
通
資
の
子
の
参
議
雅
親
く
ら
い
で
あ
る
。
一
方
、
当
時
は
猶
子
良
輔
が
、

二
十
一
歳
の
若
さ
で
既
に
通
資
と
同
じ
官
位
の
正
二
位
権
大
納
言
に
達
し
て
い
た
。

猶
子
で
あ
る
良
輔
が
執
事
と
い
う
ポ
ス
ト
に
就
い
た
か
否
か
は
分
か
ら
な
い
が
、
執

事
の
役
割
を
担
い
始
め
た
と
も
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

　

さ
て
、
こ
こ
ま
で
見
て
き
た
八
条
院
の
事
例
か
ら
は
、
執
事
の
よ
う
な
有
力
院
司

と
の
力
関
係
に
よ
り
、
荘
園
所
職
の
補
任
を
自
由
に
行
え
な
い
女
院
の
姿
が
見
え
て

き
た
。
こ
れ
と
対
照
的
な
逸
話
を
持
つ
の
が
、
宣
陽
門
院
覲
子
内
親
王
で
あ
る
。
そ

こ
で
次
章
で
は
、
宣
陽
門
院
、
及
び
承
久
の
乱
後
、
父
後
高
倉
院
か
ら
八
条
院
領
を

相
続
し
管
領
し
た
安
嘉
門
院
の
事
例
を
検
討
し
な
が
ら
、
女
院
と
執
事
の
関
係
を
み

て
ゆ
こ
う
。

三
　
女
院
と
執
事―

宣
陽
門
院
と
安
嘉
門
院
を
事
例
と
し
て―

　

後
白
河
の
愛
娘
で
長
講
堂
領
管
領
者
の
宣
陽
門
院
は
、
嘉
禄
二
年
二
月
廿
五
日
、

自
身
の
執
事
で
あ
る
前
太
政
大
臣
公
房
か
ら
そ
の
ポ
ス
ト
と
知
行
し
て
い
た
荘
園
を

奪
い
、
左
大
臣
で
後
院
別
当
の
要
職
に
も
あ
っ
た
藤
原
（
徳
大
寺
）
公
継
に
こ
れ
を

与
え
た
。（
２
９
）
多
く
の
先
行
研
究
で
こ
の
件
は
、
女
院
庁
人
事
や
女
院
領
所
職
補

任
権
を
女
院
が
掌
握
し
て
い
た
こ
と
の
証
左
と
さ
れ
て
い
る
。

　

公
房
の
執
事
更
迭
の
理
由
は
、
宣
陽
門
院
の
猶
子
藤
原
（
近
衛
）
長
子
（
実
父
は

当
時
の
関
白
家
実
）
を
今
上
後
堀
河
に
入
内
さ
せ
よ
う
と
し
た
こ
と
に
あ
る
。
既
に

後
堀
河
に
は
、
公
房
の
娘
有
子
（
後
の
安
喜
門
院
）
が
入
内
し
て
い
た
た
め
、
公
房

は
長
子
の
入
内
を
不
快
に
思
っ
た
。
そ
れ
が
宣
陽
門
院
の
逆
鱗
に
触
れ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
宣
陽
門
院
が
、
関
白
の
娘
を
猶
子
に
迎
え
て
入
内
さ
せ
よ
う
と
し
た
の

は
、
長
子
が
後
堀
河
と
の
間
に
生
む
皇
子―

す
な
わ
ち
未
来
の
天
皇―

に
長
講
堂
領

を
譲
与
し
、
皇
位
皇
統
へ
接
近
し
よ
う
と
し
た
た
め
と
言
わ
れ
て
い
る
。（
３
０
）
こ
れ

は
王
家
側
に
と
っ
て
も
当
然
魅
力
的
な
話
で
あ
る
。
公
房
が
執
事
を
更
迭
さ
れ
る
五

日
前
に
、
後
堀
河
の
生
母
北
白
河
院
藤
原
（
持
明
院
）
陳
子
が
、
浴
殿
等
の
設
置
も

し
な
い
ま
ま
入
内
し
、
有
子
の
居
所
に
五
日
間
滞
在
し
て
彼
女
と
後
堀
河
に
対
面
し

た
の
は
、（３
１
）
有
子
の
内
裏
退
出
を
要
請
す
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
翌
月
有
子
は
内
裏

を
退
出
し
、
そ
の
三
ヶ
月
後
に
長
子
の
入
内
が
実
現
し
た
。

　

こ
こ
か
ら
は
、
強
権
的
な
宣
陽
門
院
の
姿
が
う
か
が
え
る
が
、
新
執
事
公
継
は
就

任
の
翌
年
正
月
に
亡
く
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
し
て
そ
の
後
、
遅
く
と
も
閏
三
月
に
は
、

公
房
が
執
事
に
復
任
し
て
い
る
の
で
あ
る
。（
３
２
）

　

そ
も
そ
も
宣
陽
門
院
と
三
条
家
は
、
元
来
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う

か
。
宣
陽
門
院
が
女
院
に
な
っ
た
当
初
、
公
房
は
そ
の
殿
上
人
に
は
な
っ
て
い
る
も

の
の
、
院
司
に
は
任
命
さ
れ
て
い
な
い
。（
３
３
）
当
時
の
宣
陽
門
院
庁
の
中
核
的
存
在

は
、
執
事
通
親
を
中
心
と
す
る
村
上
源
氏
で
あ
っ
た
。
史
上
初
の
、
天
皇
の
母
（
生

母
の
他
に
擬
似
的
な
母
も
含
む
）
で
も
后
経
験
者
で
も
な
い
女
院
で
あ
る
上
に
、
公

卿
ク
ラ
ス
の
貴
族
の
外
戚
も
持
た
な
い
宣
陽
門
院
の
た
め
に
、
後
白
河
は
自
ら
の
近

臣
通
親
を
後
見
に
付
け
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。（
３
４
）

　

し
か
し
、
宣
陽
門
院
の
年
爵
受
給
者
に
注
目
さ
れ
た
長
田
郁
子
氏
は
、
①
通
親
没

後
〜
承
久
の
乱
ま
で
の
約
二
十
年
間
、
村
上
源
氏
で
宣
陽
門
院
の
年
爵
に
与
っ
た
者

が
一
人
の
み
で
あ
る
こ
と
、
②
通
親
没
後
〜
公
房
の
執
事
罷
免
時
期
ま
で
、
三
条
家

の
者
が
宣
陽
門
院
の
年
爵
に
与
る
事
例
が
多
く
見
え
る
こ
と
、
の
二
点
か
ら
、
通
親

没
後
、
宣
陽
門
院
と
村
上
源
氏
の
関
係
は
弱
ま
り
、
こ
れ
に
代
わ
っ
て
三
条
家
が
宣

陽
門
院
庁
の
中
核
的
存
在
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。（
３
５
）

　

公
房
の
執
事
復
任
当
時
、
有
子
は
内
裏
を
追
わ
れ
た
ま
ま
だ
っ
た
も
の
の
、
後
堀

河
は
彼
女
を
想
い
続
け
、
僅
か
十
歳
の
長
子
の
こ
と
は
顧
み
な
か
っ
た
。（
３
６
）
こ
の

よ
う
に
、
長
子
の
皇
子
出
産
と
い
う
希
望
が
実
現
す
る
目
処
が
立
た
な
い
中
で
、
宣

陽
門
院
は
長
子
の
ラ
イ
バ
ル
の
父
を
執
事
に
再
任
し
た
の
で
あ
る
。
但
し
、
長
田
氏

が
指
摘
さ
れ
る
通
り
、
公
房
の
執
事
復
任
後
に
三
条
家
の
者
が
宣
陽
門
院
の
年
爵
に

与
っ
た
の
は
一
度
だ
け
で
あ
り
、
両
者
の
関
係
は
以
前
の
状
態
に
は
修
復
さ
れ
て
い

な
い
。
つ
ま
り
宣
陽
門
院
は
、
三
条
家
と
の
和
解
を
望
ん
だ
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
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る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
公
房
を
再
任
し
た
の
は
、
他
に
適
任
者
が
い
な
か
っ
た
か
ら

と
判
断
で
き
よ
う
。
長
子
の
入
内
を
計
画
し
た
時
点
で
は
、
公
房
の
他
に
公
継
と
い

う
重
鎮
が
い
た
の
で
公
房
を
切
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
公
継
が
予
想
外
に
早
く
亡
く

な
り
、
他
の
選
択
肢
を
失
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
な
お
、
長
子
の
入
内
定
が
行
わ
れ
た

日
に
、
通
親
の
子
・
孫
・
甥
及
び
公
継
の
子
実
基
等
、
十
名
の
議
政
官
公
卿
が
宣
陽

門
院
院
司
に
任
命
さ
れ
て
い
る
の
で
、（３
７
）
か
つ
て
の
八
条
院
よ
り
は
良
い
状
況
の

よ
う
に
見
え
る
。
彼
ら
の
中
に
は
、
実
基
や
村
上
源
氏
具
実
の
よ
う
に
、
後
々
ま
で

宣
陽
門
院
の
院
司
を
務
め
た
こ
と
が
明
ら
か
な
者
も
い
る
。（
３
８
）
し
か
し
、
院
司
に

就
任
し
て
一
年
足
ら
ず
の
者
達
の
中
か
ら
執
事
を
選
任
す
る
こ
と
は
難
し
か
っ
た
の

で
あ
ろ
う
。

　

さ
て
、
宣
陽
門
院
を
め
ぐ
る
史
料
の
中
に
は
も
う
一
つ
、
執
事
関
連
史
料
の
可
能

性
を
持
っ
た
も
の
が
あ
る
。

史
料
⑧
『
隆
信
集
』
九
三
九
番
歌
詞
書

　

宣
陽
門
院
の
御
領
、
尾
張
の
国
な
り
け
る
所
を
、
さ
せ
る
あ
や
ま
ち
も
な
き
に
召

　

さ
れ
て
、
み
と
せ
ま
で
返
し
た
ま
は
ら
ざ
り
け
る
を
、
今
は
さ
て
や
み
ぬ
べ
き
に

　

こ
そ
と
思
ひ
絶
え
ぬ
る
心
地
し
て
、
様
な
ど
も
変
へ
て
後
、
こ
の
こ
と
を
よ
き
や

　

う
に
申
せ
な
ど
言
ひ
付
け
た
り
し
人
の
も
と
よ
り
、
か
く
世
を
背
き
ぬ
と
聞
こ
し

　

め
し
て
、
い
と
な
ん
あ
は
れ
に
驚
き
お
ぼ
し
め
す
、
そ
の
御
し
や
う
は
必
ず
返
し

　

た
ま
は
る
べ
き
よ
し
な
ん
御
気
色
侍
る
と
言
ひ
遣
は
し
た
れ
ば
、
そ
の
人
の
も
と

　

へ
喜
び
な
が
ら
、
こ
の
長
歌
を
よ
み
て
な
ん
聞
こ
え
け
る
。（
以
下
略
）

　

定
家
の
異
父
兄
藤
原
隆
信
は
、
こ
れ
と
い
っ
た
問
題
も
起
こ
し
て
い
な
い
の
に
宣

陽
門
院
領
の
所
職
を
没
収
さ
れ
、
三
年
経
っ
て
も
返
却
さ
れ
な
い
の
で
絶
望
し
て
出

家
し
た
。
こ
の
こ
と
を
聞
い
た
宣
陽
門
院
は
、
驚
き
哀
れ
ん
で
、
所
職
を
返
す
と
い

う
意
向
を
示
し
た
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
し
か
し
、
も
し
宣
陽
門
院
自
身
の
意
思
で

所
職
を
没
収
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
意
向
を
示
す
だ
ろ
う
か
。

　

そ
こ
で
所
職
没
収
時
期
に
注
目
し
た
い
。
隆
信
の
出
家
は
建
仁
二
年
な
の
で
、
所

職
が
没
収
さ
れ
た
「
み
と
せ
」
前
は
、
建
久
十
年
で
あ
る
。
こ
の
時
期
は
ち
ょ
う
ど
、

通
親
が
宣
陽
門
院
の
執
事
を
務
め
て
い
た
時
期
で
あ
る
。
こ
の
頃
の
通
親
は
、
今
上

土
御
門
の
外
祖
父
で
あ
り
、
後
鳥
羽
の
執
事
も
務
め
、
ま
さ
に
絶
頂
期
で
あ
る
。
し

か
し
既
述
の
通
り
、
彼
は
建
仁
二
年
十
月
に
急
死
す
る
。
し
た
が
っ
て
隆
信
の
所
職

は
、
建
久
十
年
に
、
宣
陽
門
院
の
関
知
せ
ぬ
と
こ
ろ
で
執
事
通
親
の
意
思
で
没
収
さ

れ
、
そ
れ
か
ら
三
年
以
上
経
っ
て
宣
陽
門
院
は
没
収
と
出
家
の
件
を
知
り
、
当
時
既

に
通
親
は
没
し
て
い
た
の
で
容
易
に
没
収
の
件
を
撤
回
す
る
と
い
う
意
向
を
示
せ
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

以
上
、
宣
陽
門
院
の
事
例
を
見
て
き
た
が
、
彼
女
の
場
合
も
、
必
ず
し
も
執
事
に

対
し
て
優
位
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
と
判
断
で
き
よ
う
。

　

次
は
安
嘉
門
院
で
あ
る
が
、
管
見
の
限
り
で
は
、
安
嘉
門
院
の
執
事
が
彼
女
の
意

向
を
無
視
し
た
あ
る
い
は
そ
の
可
能
性
を
示
す
史
料
は
見
当
た
ら
な
い
。
し
か
し
、

女
院
の
執
事
の
位
置
づ
け
が
窺
え
る
史
料
が
あ
る
の
で
提
示
し
て
お
こ
う
。

　

貞
応
三
年
に
女
院
と
な
っ
た
安
嘉
門
院
の
執
事
を
最
初
に
務
め
た
の
は
、
彼
女
の

従
兄
藤
原
（
西
園
寺
）
公
経
の
子
で
、
彼
女
が
後
堀
河
准
母
と
し
て
立
后
し
た
時
に

そ
の
宮
司
を
務
め
た
実
氏
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。『
明
月
記
』
嘉
禄
三
年
十
二
月

廿
一
日
条
の
「
右
（
実
氏
）

幕
下
返
事
云
、
安
嘉
門
院
中
事
、
辞
退
已
了
。
実
宣
卿
可
申
沙
汰

云
々
」
と
い
う
記
事
は
、
安
嘉
門
院
の
執
事
が
、
実
氏
か
ら
藤
原
（
滋
野
井
）
実
宣

（
安
嘉
門
院
の
従
姉
で
後
堀
河
・
四
条
乳
母
の
藤
原
〈
持
明
院
〉
宗
子
の
夫
）
に
交

替
し
た
と
読
み
取
れ
よ
う
。

　

第
一
章
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
実
氏
は
公
暁
か
ら
感
多
荘
所
職
を
譲
ら
れ
た
人
物

で
あ
る
。
但
し
、
公
暁
が
京
極
に
勝
訴
し
た
嘉
禄
二
年
時
点
で
は
、
安
嘉
門
院
の
令

旨
や
下
文
は
公
暁
に
発
給
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
当
時
は
ま
だ
感
多
荘
所
職
は
公
暁
名

義
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
訴
訟
の
奉
行
資
経
が
実
氏
に
、
史
料
①―

ｆ

を
送
り
、
訴
訟
の
結
果
を
伝
え
て
い
る
の
は
、
実
氏
が
執
事
と
し
て
、
安
嘉
門
院
の

管
領
荘
園
の
訴
訟
の
結
果
を
把
握
し
て
お
く
べ
き
立
場
に
あ
っ
た
か
ら
と
判
断
で
き
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よ
う
。
ま
た
、
公
暁
が
実
氏
へ
の
譲
与
を
決
め
た
理
由
は
、
彼
が
近
親
者
と
い
う
だ

け
で
な
く
、
八
条
院
領
管
領
者
安
嘉
門
院
の
執
事
だ
っ
た
こ
と
に
あ
る
と
考
え
た
い
。

（
３
９
）
相
論
中
の
荘
園
の
管
領
者
た
る
女
院
の
執
事
に
譲
与
を
約
束
し
て
こ
れ
を
味

方
に
つ
け
れ
ば
、
訴
訟
は
有
利
に
な
る
と
判
断
し
た
の
だ
ろ
う
。
執
事
が
こ
の
よ
う

な
経
緯
で
所
職
を
手
に
入
れ
る
事
例
は
他
に
も
存
在
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

さ
て
、
実
宣
は
実
氏
か
ら
執
事
を
引
き
継
い
だ
も
の
の
、
翌
年
亡
く
な
っ
て
し
ま

う
。
後
任
の
こ
と
は
分
か
ら
な
い
が
、
次
掲
の
史
料
か
ら
は
、
公
経
が
執
事
だ
っ
た

可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

史
料
⑨
『
明
月
記
』
寛
喜
元
年
（
一
二
二
九
）
十
二
月
廿
二
日
条

　

詣
（
公
経
）

相
門
午
時
。（
中
略
）
即
奉
謁
。
花
山
院
入
道
処
分
孫
法
眼
庄
美
濃
国
平
家
領
。
平
家
滅
亡
時
没

官
。
自
関
東
被
渡
姉
妹
所
領
之  

　
内
、
分
一
庄
被
譲
両
女
子
。

其
一
方
当
時
所
知
行
也

、
忽
称
安
嘉
門
御
領
、
成
庁
下
文
、
（
藤
原
成
子
）

二
品
下
使
者
之
由
、
有
長
有
範

　
子
周
章
来
告
。
件
使
者
急
可
張
伏
。
平
家
領
、
（
源
頼
朝
）

故
前
大
将
没
官
之
後
、
又
無
領
主
。

　

今
所
称
定
某
書
歟
。
更
不
可
用
之
由
、
庄
家
可
答
之
由
、
示
含
訖
。

　

平
家
没
管
領
を
ル
ー
ツ
と
す
る
美
濃
国
の
花
山
院
家
領
に
、
藤
原
成
子
（
後
堀
河

乳
母
）
の
使
者
が
、
こ
こ
は
安
嘉
門
院
管
領
の
所
領
だ
と
言
っ
て
安
嘉
門
院
庁
下
文

を
持
っ
て
き
た
と
い
う
話
を
、
公
経
が
義
兄
の
定
家
に
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
安

嘉
門
院
管
領
の
所
領
と
い
う
の
は
偽
り
だ
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
安
嘉
門
院
の
名
を

騙
る
者
が
無
関
係
の
荘
園
に
侵
入
し
た
と
い
う
事
件
が
公
経
に
報
告
さ
れ
た
の
は
、

彼
が
安
嘉
門
院
の
執
事
だ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
事
件
の
二
年
後
、
公
経
は
出
家
す
る
。
そ
れ
に
伴
い
執
事
も
辞
す
こ
と
に
な

ろ
う
が
、
表
に
出
な
い
な
が
ら
も
執
事
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
思
わ
せ
る
史
料

が
存
在
す
る
。

史
料
⑩
『
経
俊
卿
記
』
暦
仁
元
年
（
一
二
三
八
）
十
月
五
日
条

　

自
内
府
以
左
衛
門
尉
宗
賢
被
示
（
公
経
）

禅
門
許
云
、
安
嘉
門
院
御
着
服
已
下
事
、
長
氏
奉

行
不
可
叶
。
経
俊
早
可
申
沙
汰
之
由
、
以
左
衛
門
尉
有
国
為
御
使
、
被
仰
下
之
旨
示

之
。

　

安
嘉
門
院
の
母
北
白
川
院
が
亡
く
な
り
、
安
嘉
門
院
は
喪
に
服
す
る
こ
と
に
な
っ

た
。
そ
の
準
備
は
当
然
院
司
の
役
割
で
あ
る
。
史
料
⑩
の
概
要
は
、
内
大
臣
藤
原

（
大
炊
御
門
）
家
嗣
（
前
出
の
宗
子
の
再
婚
相
手
）
が
経
俊
（
前
出
の
資
経
の
子
）

に
対
し
「『
安
嘉
門
院
の
服
喪
等
の
奉
行
を
藤
原
長
氏
（
八
条
院
年
預
長
経
の
甥
）

が
務
め
ら
れ
な
い
の
で
、
経
俊
が
対
処
す
る
よ
う
に
お
命
じ
下
さ
い
』
と
禅
門
に
お

願
い
し
た
」
と
伝
え
た
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。「
禅
門
」
が
誰
な
の
か
史
料
⑩
に

は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
内
大
臣
が
「
被
仰
下
之
旨
示
之
」
つ
ま
り
お
命
じ
に

な
っ
て
下
さ
い
と
お
願
い
す
る
相
手
は
、
当
然
内
大
臣
よ
り
身
分
が
上
の
出
家
者
で

あ
る
。
そ
う
な
る
と
、「
禅
門
」
の
候
補
は
前
摂
政
道
家･

元
太
政
大
臣
公
経
・
同

じ
く
元
太
政
大
臣
公
房
く
ら
い
し
か
い
な
い
。
こ
の
中
で
安
嘉
門
院
と
接
点
が
あ
る

の
は
、
彼
女
の
従
兄
公
経
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
「
禅
門
」
は
公
経
と
判
断
で
き
よ
う
。

　

一
方
家
嗣
は
、
こ
の
後
の
記
事
を
見
る
と
、
奉
行
と
な
っ
た
経
俊
の
問
い
に
答
え

な
が
ら
色
々
指
示
し
た
り
、
安
嘉
門
院
主
催
の
仏
事
の
願
文
の
草
書
担
当
者
を
決
め

た
り
し
て
い
る
。（
４
０
）
ま
た
、
こ
の
前
年
に
安
嘉
門
院
の
新
御
所
へ
の
移
徙
の
際
は
、

下
級
官
人
の
供
奉
を
め
ぐ
る
揉
め
事
に
経
俊
と
共
に
対
応
し
て
い
る
。（
４
１
）
こ
の
よ

う
に
安
嘉
門
院
院
司
の
中
で
中
心
的
に
活
動
し
て
い
る
家
嗣
こ
そ
、
当
時
の
執
事
と

考
え
ら
れ
る
が
、
服
喪
の
奉
行
担
当
者
を
直
接
指
名
せ
ず
、
公
経
に
指
名
を
頼
ん
で

い
る
点
か
ら
、
公
経
は
陰
の
執
事
だ
っ
た
と
判
断
で
き
よ
う
。

　

さ
て
、
時
期
は
数
年
遡
る
が
、
定
家
が
知
行
し
て
い
た
八
条
院
領
近
江
国
吉
富
荘

で
次
掲
の
よ
う
な
ト
ラ
ブ
ル
が
発
生
し
た
。

史
料
⑪
『
明
月
記
』
天
福
元
年
（
一
二
三
三
）
十
二
月
廿
六
日
条

　

房
任
申
云
、
吉
富
庄
、
寛
賢
律
師
可
知
行
由
、
入
使
者　

（
公
経
） 　
　
　

　

禅
相
門
賜
之
之
由
、
庄
民
騒

　

動
。
賢
寂
代
官
失
東
西
云
々
。（
中
略
）
仍
且
以
書
状
、
奉
尋（
実
氏
）

内
府
。
返
事
云
、



－ 34 －

全
不
承
及
。
定
無
実
歟
。
只
今
罷
向
可
尋
申
。
即
時
又
被
示
、
全
無
其
事
。
勿

論
々
々
云
々
。
仍
一
旦
以
彼
状
仰
房
任
、
令
下
知
庄
家
。

　

吉
富
荘
を
寛
賢
律
師
が
知
行
す
る
と
言
っ
て
侵
入
し
て
き
た
使
者
は
、
公
経
の
名

を
出
し
て
お
り
、
定
家
は
実
氏
に
事
の
真
偽
を
尋
ね
て
い
る
。
結
局
こ
れ
は
公
経
の

関
知
し
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。「
禅
相
門
賜
之
」
が
、
公
経
が
寛
賢
に
使
者
を
賜
っ

た
と
い
う
意
味
な
の
か
、
或
い
は
公
経
が
寛
賢
に
吉
富
荘
所
職
を
下
賜
し
た
と
い
う

意
味
な
の
か
判
然
と
し
な
い
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、

寛
賢
が
、
管
領
者
安
嘉
門
院
で
は
な
く
公
経
か
ら
知
行
を
認
め
ら
れ
た
と
主
張
し
て

い
る
点
で
あ
る
。
公
経
は
こ
の
事
件
の
二
年
前
に
出
家
し
て
い
る
が
、
公
経
が
か
つ

て
安
嘉
門
院
の
執
事
と
し
て
荘
園
所
職
の
差
配
等
を
行
っ
て
い
た
た
め
に
、
寛
賢
は

公
経
を
安
嘉
門
院
の
代
行
者
の
よ
う
に
位
置
づ
け
、
公
経
の
名
を
出
し
て
吉
富
荘
の

知
行
を
図
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

以
上
、
安
嘉
門
院
の
執
事
に
つ
い
て
、
実
氏
及
び
執
事
だ
っ
た
可
能
性
の
高
い
公

経
の
事
例
を
見
て
き
た
が
、
何
れ
の
事
例
か
ら
も
、
荘
園
所
職
の
問
題
に
関
し
て
、

執
事
が
大
き
な
影
響
力
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
見
出
せ
た
。

お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
、
八
条
院
領
感
多
荘
所
職
補
任
問
題
を
糸
口
と
し
て
、
女
院
と
女
院
庁

ト
ッ
プ
の
執
事
の
関
係
を
検
討
し
、
女
院
の
家
政
の
一
側
面
を
見
た
。
従
来
の
研
究

で
は
女
院
の
位
置
づ
け
は
、
主
に
院
や
天
皇
と
の
関
係
等
、
外
部
と
の
関
わ
り
方
に

注
目
し
な
が
ら
解
明
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
今
後
は
、
女
院
の
家
政
機
関
で
あ
る
女

院
庁
の
あ
り
方
、
つ
ま
り
外
部
で
は
な
く
内
部
に
注
目
す
る
こ
と
も
必
要
と
な
っ
て

こ
よ
う
。

　

例
え
ば
、
女
院
庁
の
庁
底
に
つ
い
て
も
今
後
は
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

院
庁
の
庁
底
で
は
、
発
給
し
た
下
文
の
案
文
が
作
成･

保
管
さ
れ
、
下
文
受
給
者
が

邸
宅
火
災
で
下
文
を
失
っ
た
時
に
、
庁
底
の
案
文
を
元
に
新
た
に
下
文
を
発
給
さ
れ

た
事
例
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。（
４
２
）

　

今
回
と
り
あ
げ
た
感
多
荘
所
職
相
論
で
敗
訴
し
た
京
極
は
、
第
一
章
で
述
べ
た
通

り
、
自
身
の
文
書
に
つ
い
て
は
「
被
盗
取
」
と
主
張
し
、
公
暁
や
安
嘉
門
院
庁
か
ら

は
「
不
帯
一
紙
之
証
文
」
と
見
な
さ
れ
た
。
彼
女
が
父
宗
家
か
ら
の
相
伝
文
書
を

持
っ
て
い
な
い
の
は
当
然
と
し
て
も
、
元
久
二
年
に
八
条
院
か
ら
知
行
を
命
じ
ら
れ

た
時
に
、
八
条
院
庁
下
文
を
下
賜
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
を
も
し
盗
ま
れ

て
し
ま
っ
た
の
な
ら
ば
、
庁
底
の
案
文
を
元
に
し
た
新
た
な
下
文
の
発
給
を
何
故
要

請
し
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
八
条
院
庁
の
庁
底
に
は
案
文
が
保
管
さ
れ
て
い
て
も
、

そ
の
後
の
八
条
院
管
領
者
達
の
院
庁･

女
院
庁
の
庁
底
に
は
引
き
継
が
れ
な
か
っ
た

の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
文
書
は
保
管
さ
れ
て
い
た
も
の
の
、
こ
れ
を
管
理
す
る

下
級
院
司
の
主
典
代
が
、
執
事
実
氏
が
公
暁
の
相
続
人
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
忖
度

し
て
下
文
を
再
発
給
し
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
は
、
恣
意
的
な
改
替
時
に
発

給
さ
れ
た
八
条
院
庁
下
文
は
、
安
嘉
門
院
庁
か
ら
有
効
文
書
と
し
て
扱
わ
れ
ず
、
京

極
は
「
不
帯
一
紙
之
証
文
」
と
見
な
さ
れ
た
可
能
性
も
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
か
。
そ

う
だ
と
す
れ
ば
、
女
院
の
所
職
補
任
権
の
あ
り
方
も
見
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く

な
っ
て
く
る
。

　

他
に
も
解
明
す
べ
き
こ
と
は
山
積
し
て
い
る
が
、
今
後
の
課
題
と
し
て
稿
を
閉
じ

る
こ
と
と
す
る
。

注⑴
伴
瀬
明
美
「
院
政
期
〜
鎌
倉
期
に
お
け
る
女
院
領
に
つ
い
て
」（『
日
本
史
研

　

究
』
三
七
四
、
一
九
九
三
年
）、
長
田
郁
子
「
鎌
倉
期
に
お
け
る
皇
統
の
変
化
と

　

菩
提
を
弔
う
行
事
」（『
文
学
研
究
論
集
』
十
五
、
二
〇
〇
一
年
）、
白
根
陽
子

　
「
天
皇
家
領
の
伝
領
と
女
院
の
仏
事
形
態
」（
同
『
女
院
領
の
中
世
的
展
開
』
同

　

成
社
、
二
〇
一
八
年
、
初
出
は
二
〇
〇
二
年
）、
野
口
華
世
ａ
「
中
世
前
期
の
王

　

家
と
安
楽
寿
院
」（『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
一
九
八
、
二
〇
〇
六
年
）
等
。
な
お
、
所
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職
補
任
に
関
し
て
は
、
同
じ
荘
園
群
の
管
領
者
た
る
女
院
で
も
、
二
人
目
以
降
の

　

場
合
は
、
一
人
目
の
女
院
の
時
代
の
知
行
者
ま
た
は
そ
の
子
孫
に
、
引
き
続
き
知

　

行
安
堵
す
る
と
い
う
枠
に
は
め
ら
れ
て
い
た
と
い
う
指
摘
が
あ
る
（
野
口
華
世

　

ｂ「
安
嘉
門
院
と
女
院
領
荘
園
」〈『
日
本
史
研
究
』
四
五
六
、
二
〇
〇
〇
年
〉）。

⑵
末
柄
豊
「
西
園
寺
家
文
書
に
つ
い
て
」（『
遥
か
な
る
中
世
』
十
九
、
二
〇
〇
一

　

年
）

⑶
柳
原
本
『
諸
文
書
部
類
』

⑷『
仲
資
王
記
』
文
治
五
年
閏
四
月
廿
二
日
条
。

⑸『
砂
巌
』
巻
第
五

⑹
注
⑸
前
掲
史
料
。

⑺『
明
月
記
』
建
仁
三
年
十
二
月
十
七
日
条
の
死
亡
記
事
に
は｢

此
両
三
月
病
悩｣

と

　

あ
る
。

⑻
春
華
門
院
没
後
、
八
条
院
領
は
全
て
直
ち
に
後
鳥
羽
が
継
承
し
た
と
従
来
論
じ
ら

　

れ
て
い
た
が
、
近
年
、
樋
口
健
太
郎
「
八
条
院
領
の
伝
領
と
八
条
良
輔
」（
同

　
『
中
世
王
権
の
形
成
と
摂
関
家
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
八
年
、
初
出
は
二
〇
一

　

五
年
）
で
、
良
輔
に
よ
る
一
部
継
承
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

⑼
兼
光
の
子
の
う
ち
基
長
と
い
う
人
物
が
、
少
納
言
在
職
中
の
建
久
五
年
八
月
十
日

　

に
没
し
て
い
る
（『
仲
資
王
記
』
同
日
条
）。

⑽
勧
修
寺
本
『
御
教
書
類
』
所
収
。

⑾『
明
月
記
』
嘉
禄
二
年
七
月
二
十
二
日
条
。

⑿
同
書
寛
喜
元
年
十
月
四
日
条
。

⒀
八
条
院
院
司
を
務
め
た
人
々
に
つ
い
て
の
詳
細
は
、
永
井
晋｢

十
二
世
紀
中･

後
期

　

の
御
給
と
貴
族･

官
人
」（『
国
学
院
大
学
大
学
院
紀
要
』
十
七
、
一
九
八
六
年
）、

　

同
『
八
条
院
の
世
界
』（
山
川
出
版
社
、
二
〇
二
一
年
）
参
照
。
な
お
、
特
に
断

　

ら
な
い
限
り
、
本
稿
で
は
、
八
条
院
院
司
及
び
八
条
院
の
内
親
王
時
代
の
家
政
機

　

関
の
メ
ン
バ
ー
構
成
等
は
、
永
井
氏
の
研
究
に
よ
る
。

⒁
樋
口
健
太
郎
「
女
院
制
の
展
開
と
執
事
」（
上
横
手
雅
敬
編
『
鎌
倉
時
代
の
権
力

　

と
制
度
』
、
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
八
年
）

⒂「
初
倉
荘
の
成
立
」（『
静
岡
県
史　

通
史
編
１　

原
始･

古
代
』
一
九
九
四
年
）

　

以
下
本
稿
で
は
、
初
倉
荘
に
関
す
る
先
行
研
究
は
全
て
こ
れ
を
指
す
。
な
お
、
承

　

久
の
乱
後
に
所
職
が
親
行
達
か
ら
通
時
へ
移
っ
た
こ
と
は
史
料
⑦
に
見
え
る
。
新

　

た
な
八
条
院
管
領
者
後
高
倉
院
が
、
後
鳥
羽
管
領
時
代
に
彼
に
よ
っ
て
強
引
に
改

　

替
さ
れ
た
所
職
を
、
後
鳥
羽
管
領
期
以
前
の
知
行
者
に
戻
す
傾
向
が
見
ら
れ
た
と

　

い
う
指
摘
が
あ
る
が
（
野
口
華
世
「
中
世
前
期
公
家
社
会
の
変
容
」〈『
歴
史
学

　

研
究
』
八
七
二
、
二
〇
一
〇
年
〉）、
当
該
期
に
は
、
八
条
院
管
領
時
代
に
行
わ
れ

　

た
改
替
も
一
部
見
直
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
八
条
院
管
領

　

時
代
末
期
に
行
わ
れ
た
「
通
資
↓
親
行
達
」（
あ
る
い
は
「
通
資
没
後
に
一
時
所

　

職
を
継
承
し
た
通
時
↓
親
行
達
）
」と
い
う
改
替
は
理
不
尽
な
改
替
で
は
な
く
、

　

元
に
戻
し
た
だ
け
の
も
の
で
あ
っ
た
が
、
承
久
三
年
の
後
高
倉
院
庁
で
は
そ
の
こ

　

と
は
考
慮
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
後
高
倉
院
が
、
以
前
に
行
わ
れ

　

た
改
替
を
見
直
す
ス
タ
ン
ス
を
と
っ
た
こ
と
は
、
公
暁
が
感
多
荘
の
訴
訟
を
起
こ

　

す
契
機
に
も
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

⒃
良
清
と
い
う
公
卿
は
存
在
し
な
い
。
寛
喜
元
年
前
後
に
は
、
長
経
の
弟
の
長
清
が

　
「
八
条
三
位
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
で
「
良
清
」
は
「
長
清
」
と
改
め
る
べ
き
で

　

あ
ろ
う
。

⒄
通
資
が
確
実
に
八
条
院
執
事
だ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
史
料
は
、『
明
月
記
』
正
治

　

元
年
八
月
十
日
条
で
あ
る
が
、
同
書
建
久
九
年
二
月
七
日
条
に
は
、
通
資
が
定
家

　

に
歓
喜
光
院
（
美
福
門
院
御
願
寺
。
そ
の
附
属
荘
園
は
八
条
院
領
の
一
部
）
の
修

　

二
会
の
奉
行
を
務
め
る
よ
う
命
じ
て
い
る
こ
と
が
見
え
る
。
女
院
庁
の
ど
の
儀
式

　

で
誰
を
奉
行
と
す
る
か
、
と
い
っ
た
こ
と
は
、
女
院
庁
の
儀
式
運
営
全
体
に
関
し

　

て
権
限
を
持
つ
執
事
が
決
定
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
通
資
は
こ
の
時
点
で
既

　

に
執
事
だ
っ
た
と
判
断
で
き
よ
う
。

⒅
永
万
元
年
六
月
廿
九
日
付
「
八
条
院
庁
下
文
」（『
宗
像
神
社
文
書
』）、
安
元
三

　

年
五
月
廿
一
日
付
「
八
条
院
庁
牒
案
」（『
醍
醐
寺
文
書
』）、
治
承
四
年
四
月
十



－ 36 －

　

五
日
付
「
八
条
院
庁
下
文
案
」（『
厳
島
野
坂
文
書
』)

、
文
治
二
年
十
月
日
付
「
八

　

条
院
庁
牒
案
」（
『
醍
醐
寺
文
書
』）、
建
久
四
年
九
月
廿
三
日
付
「
八
条
院
庁
下

　

文
案
」（『
根
来
要
書
』）

⒆
一
般
的
に
、
女
院
主
催
仏
事
の
参
加
者
は
、
そ
の
院
司
で
あ
る
。
注
⑴
前
掲
野
口

　
ａ
論
文
等
参
照
。

⒇『
明
月
記
』
建
仁
元
年
十
一
月
廿
三
日
条
・
同
二
年
正
月
二
日
条
・
同
廿
三
日
条
。

21
同
書
正
治
二
年
十
一
月
廿
三
日
条･

建
仁
二
年
七
月
二
日
条
。
な
お
、
公
房
は
、

　

散
三
位
時
代
に
も
一
度
参
加
し
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
（『
明
月
記
』
正
治
元
年

　

九
月
廿
三
日
条
）。
清
華
家
の
一
つ
で
あ
る
三
条
家
の
嫡
男
公
房
な
ら
ば
、
議
政

　

官
公
卿
へ
の
昇
進
は
当
然
約
束
さ
れ
て
い
た
か
ら
、
こ
の
事
例
も
カ
ウ
ン
ト
す
れ

　

ば
三
例
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

22『
明
月
記
』
同
日
条
。

23『
三
長
記
』
建
久
六
年
七
月
十
六
日
条
。

24
文
治
二
年
十
月
日
付
「
八
条
院
庁
牒
案
」
（
『
醍
醐
寺
文
書
』)

、
文
治
五
年
閏

　

四
月
廿
一
日
付
「
八
条
院
庁
下
文
案
」（『
西
園
寺
家
文
書
』）、
建
久
四
年
九
月

　

廿
三
日
付
「
八
条
院
庁
下
文
案
」（『
根
来
要
書
』）

25
三
好
千
春
「
後
鳥
羽
院
政
に
お
け
る
春
華
門
院
昇
子
内
親
王
の
位
置
」（『
女
性

　

歴
史
文
化
研
究
所
紀
要
』
十
八
、
二
〇
一
〇
年
）、
注
⑻
前
掲
樋
口
論
文
。

26
注
⒀
前
掲
永
井
著
書
。

27
注
⑻
前
掲
樋
口
論
文
。

28
注
25
前
掲
三
好
論
文
。

29『
明
月
記
』
嘉
禄
二
年
二
月
廿
五
日
条･

三
月
四
日
条
。
な
お
、
新
執
事
の
公
継

　

は
、
宣
陽
門
院
が
女
院
に
な
っ
た
時
に
院
司
に
就
任
し
て
い
る
（『
玉
葉
』・

　
『
山
丞
記
』・『
姉
言
記
』
建
久
二
年
六
月
廿
六
日
条
）。
宣
陽
門
院
猶
子
長
子
の

　

入
内
定
の
日
で
あ
る
嘉
禄
二
年
四
月
十
六
日
に
、
新
た
に
院
司
に
任
じ
ら
れ
た
メ

　

ン
バ
ー
中
に
公
継
を
含
め
る
史
料
も
あ
る
が
（『
明
月
記
』
同
日
条
）、
院
司
未

　

就
任
の
者
を
先
に
執
事
に
任
命
す
る
と
は
考
え
難
い
（
因
み
に
『
民
経
記
』
嘉
禄

　

二
年
四
月
十
五
日
条
に
も
、
四
月
十
六
日
に
院
司
に
任
じ
ら
れ
る
予
定
の
メ
ン

　

バ
ー
が
記
録
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
公
継
の
名
は
見
え
な
い
）。

30
注
⑴
前
掲
白
根
論
文
。

31『
明
月
記
』
嘉
禄
二
年
二
月
廿
二
日
条･

廿
五
日
条
。

32
同
書
嘉
禄
三
年
閏
三
月
六
日
条
。

33『
山
丞
記
』
建
久
二
年
七
月
九
日
条
。

34
注
⒁
前
掲
樋
口
論
文
。

35
長
田
郁
子
「
鎌
倉
前
期
に
お
け
る
宣
陽
門
院
の
動
向
と
そ
の
院
司･

殿
上
人
に
つ

　

い
て
」（『
文
学
研
究
論
集
』
二
十
二
、
二
〇
〇
四
年
）

36『
増
鏡
』
巻
三

37『
民
経
記
』
嘉
禄
二
年
四
月
十
五
日
条
、『
明
月
記
』
嘉
禄
二
年
四
月
十
六
日
。

38
暦
仁
二
年
正
月
日
付
「
宣
陽
門
院
庁
下
文
案
」（『
東
寺
百
合
文
書
』）、
延
応
元

　

年
十
二
月
日
付
「
宣
陽
門
院
庁
下
文
」（『
東
寺
文
書
』）、
仁
治
三
年
三
月
日
付

　
「
宣
陽
門
院
庁
寄
進
状
」（『
東
寺
百
合
文
書
』）

39
安
嘉
門
院
が
后
か
ら
女
院
に
転
じ
た
の
は
、
譲
状
作
成
の
一
ヶ
月
後
で
あ
る
か
ら
、

　

公
暁
が
譲
状
を
書
い
た
時
点
で
は
、
実
氏
は
ま
だ
執
事
で
は
な
い
。
し
か
し
、
①

　

前
年
に
後
高
倉
院
が
亡
く
な
り
、
八
条
院
領
を
相
続
し
た
こ
と
、
②
御
願
寺
領
を

　

含
む
大
荘
園
群
の
経
営
に
は
、
院
と
同
様
の
文
書
を
発
給
で
き
る
女
院
に
な
る
必

　

要
が
あ
る
こ
と
（
野
口
華
世
「
鎌
倉
時
代
の
女
院
と
女
院
領
」〈
細
川
涼
一
編

　
『
生
・
成
長
・
老
い
・
死
』
竹
林
舎
、
二
〇
一
六
年
〉）、
の
二
点
よ
り
、
安
嘉
門

　

院
が
女
院
と
な
る
こ
と
も
執
事
の
人
事
も
一
ヶ
月
前
に
は
決
定
し
て
い
た
と
考
え

　

ら
れ
る
。

40『
経
俊
卿
記
』
暦
仁
元
年
十
月
廿
三
日
条･

廿
四
日
条･

十
一
月
十
九
日
条
。

41
同
書
嘉
禎
三
年
十
二
月
廿
六
日
条
。

42
本
郷
恵
子
「
院
庁
務
の
成
立
と
商
工
業
統
制
」（
同
『
中
世
公
家
政
権
の
研
究
』

　

東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
八
年
、
初
出
は
一
九
八
八
年
）
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付
記

　

本
稿
は
、
二
〇
二
〇
年
十
月
三
十
一
日
の
米
沢
史
学
会
第
三
十
八
回
講
演
会
（
於

山
形
県
立
米
沢
女
子
短
期
大
学
）
に
お
け
る
口
頭
報
告
「
女
院
領
預
所
職
補
任
文
書

を
め
ぐ
る
一
考
察
」
に
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。
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